
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金の徴収に関する要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成１４年法律第１６２号。

以下「法」という。）の規定に基づき、西宮市立学校の幼児、児童又は生徒の保護者（法第１５

条第１項第７項に規定する保護者をいう。）から徴収する共済掛金保護者負担金（以下「保護者

負担金」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

 （保護者負担金の額） 
第２条 幼児、児童又は生徒一人当たりの保護者負担金の額は、各年度につき、法第１７条第４

項及び同法施行令（平成１５年政令第３６９号）第１０条の規定に基づき、次の表のとおりと

する。 

校種等 共済掛金額 
設置者 

負担金額 
保護者 

負担金額 
保護者 

負担割合 

幼稚園 ２７０円 ６５円 ２０５円 約１０分の７．６ 

小学校、中学校、義務

教育学校及び特別支援

学校小学部、中学部 
９２０円 ４６０円 ４６０円 １０分の５ 

要保護者 
（小学校、中学校、義

務教育学校及び特別支

援学校小学部、中学部） 

４０円 ２０円 ２０円 １０分の５ 

高等学校及び 
特別支援学校高等部 

２，１５０円 ３９０円 １，７６０円 約１０分の８．２ 

備考 設置者は、上記の金額に加えて免責特約１５円を負担する。 
 

 （保護者負担金の不徴収） 
第３条 幼稚園においては、次の第１号に該当する保護者については、経済的理由により保護者

負担金を徴収しない。 
小学校、中学校、義務教育学校においては、次の第１号及び第２号に該当する保護者につい

ては、経済的理由により保護者負担金を徴収しない。 
特別支援学校においては、次の第３号に該当する保護者については、経済的理由により保護

者負担金を徴収しない。 
 （１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者 
 （２） 前号に準ずる程度に困窮していると認める者 
 （３） 前各号に掲げる者の他、特に市長が認める者 



（補足） 
第４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
 
   付 則 
  この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。 
   付 則 

この要綱は、平成３１年４月２６日から実施する。 
   付 則 

この要綱は、令和 ２ 年４月 １ 日から実施する。 
付 則 

１ この要綱は、令和 ３ 年４月 １ 日から実施する。 
２ 幼稚園において令和３年度５歳児学級に在籍している者の保護者負担金の不徴収につい

ては、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保

護者負担金の徴収に関する要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 

 


